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第５章 雪害対策、火山災害対策、事故災害対策計画 
 

 雪害、火山災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、危険物等災害、大規模な火事災害、大規模な林野火災に

ついての予防対策及び応急対策は、それぞれ次のとおりとする。 

 

第１節 雪害対策 
 

１ 予防対策 ［防災課、市民協働課、福祉部、健康こども部、農林部、建設部、岩木総合支所、相馬総

合支所、上下水道部、教育委員会、弘前地区消防事務組合］ 

 

積雪時における雪害を未然に防止し、又は拡大を防止し、産業の機能及び地域住民の生活を確保するた

め、道路交通の確保、生活関連施設の整備、農林水産業の生産条件の確保を図る。 

 

１ 雪害に強いまちづくり 

 (1）地域の特性に配慮しつつ、豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、なだれ災

害等の雪害に強いまちづくりを行う。 

(2）住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止するため、建築基準法等の遵守の

指導に努める。 

 (3）消防機関、福祉関係機関、町会、自主防災組織等と連携し、自力で除雪作業を実施できない要配慮者

宅の状況を訪問等により把握し、除雪が必要な場合は、これらの世帯の除雪作業の実施に努める。 

また、必要によっては、除雪業者の斡旋を行う。 

(4）広報等により、屋根雪等による事故防止について、住民に対する啓発に努める。 

(5）積雪期における指定避難所、避難路の確保に努めるとともに、避難施設における暖房等の需要の増大

が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、ス

ノーダンプ、スコップ、防寒用品等）の備蓄に努める。 

 

２ 情報の収集・連絡体制の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。また、収

集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見を活用でき

るよう努める。 

 

３ 災害応急体制の整備 

 (1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

４ 捜索、救助・救急及び医療活動体制の整備 

(1）医療機関等との連絡・連携体制の整備を図る。 

 (2）災害時の捜索、救助・救急及び消火活動に備え、資機材等の整備に努める。また、救護活動に必要な

医薬品等の備蓄に努める。 

 

５ 道路交通対策 

 除雪機械、消融雪設備等を計画的に整備するとともに、生活道路を含めた面的雪処理を地域ぐるみで推

進する。また、降雪期前に関係機関と協議の上、毎年「弘前市除排雪計画」を策定し、除（排）雪を計画的

に実施する。この際、災害時における車両の移動については、第４章第２０節「輸送対策」を準用する。 

 

６ 交通、通信等の確保 

 地域経済活動の基幹的役割を果たしているのみならず、日常生活に欠くことのできない交通、通信、電

力供給の積雪期における確保に万全を期する。 

 

７ 上下水道施設（農業集落排水施設含む。） 

 (1）積雪、雪崩による施設の破損及び凍結による屋外施設の破損を防止するため、設計、施工時に耐雪対

策に十分な検討を行い、適切な運転管理が行える構造とする。また、配水管については特に凍結防止対

策を講じる。 

 (2）上水道にあっては、水源地、消火栓等の施設が除（排）雪による影響を受けないよう、標識又は柵等
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で注意を喚起する。 

８ 農林水産業の生産条件の確保 

  農林水産業は、気象条件、土地条件等に大きく左右されることから、防雪、除雪、消雪等の雪害対策を

強力に実施し、農林水産業の生産条件の確保に努める。 

 (1）果樹等の枝折れ防止 

果樹等の枝折れ防止のため、技術指導を行う。 

 (2）ビニールハウスの破損防止 

積雪に耐えうる強度のビニールハウスの設置を推進するとともに、側壁部の除雪を行うための棟空間

を確保するよう指導する。 

 (3）越冬作物等の被害防止 

積雪期間の長期化による越冬作物等の被害を防止するため、関係機関を通じて消雪指導を行う。 

 (4）越冬飼料の確保  

冬期間の輸送事情の悪化などによる家畜飼料の不足や値上がりに対処するため、適正な越冬飼料の備

蓄を指導する。 

 (5）牛乳輸送の円滑化 

牛乳輸送の円滑化を図るため、合理的な集乳路線の確保や乳質保全等を指導する。 

(6) 農畜産物の滞貨防止 

豪雪によるりんご等の農畜産物の滞貨を防止するため、気象状況に応じた計画的出荷を指導する。 

(7）春季消雪の促進 

春季農作業を計画的に進めるため、農協や支所、出張所単位に積雪調査を行って、その実態を把握す

るよう指導し、必要に応じて消雪指導を行う。 

 (8）漁業事故の防止 

冬期漁業による事故を防止するため、関係機関の連絡、指導を強化し、風雪時における漁業事故防止

の徹底を図る。 

 

９ 生活環境施設の整備 

 積雪による住民の教育、保健衛生、社会福祉、消防、防災の分野での障害の除去・軽減を図るため生活

環境施設の整備に努める。 

 

10 地域保全施設の整備 

 雪崩、融雪出水、地すべり等の災害に対処するための治水、治山、農地保全等の諸施設を総合的に整備

し、河川、水路等の改修を推進する。 

 

11 市と住民等の連携 

 雪害を防止するために、住民一人ひとりの克雪意識の啓発を図るとともに、市と住民が一体となって雪

と取り組む体制の確立に努める。 

 

12 文教対策 

 (1）通学路の確保 

通学路を確保するため、除雪体制を整備する。 

(2）施設内における非常口の確保 

学校等の施設内における事故発生に備えて、常に非常口周辺を除雪し、確保する。 

 (3）落雪による事故防止 

校舎及び屋内運動場等の屋根からの落雪による事故を未然に防止するため、必要な措置を講じる。 

 (4）学校建物の雪害防止 

校舎及び屋内運動場等の屋根の雪おろしについては、あらかじめ計画をたてて実施する。 

 

13 防雪対策 

(1）雪崩災害予防対策 

  ア 雪崩防止設備の整備 

   (ｱ）道路の雪崩防止設備の整備 

 道路の保全及び交通の安全を確保するため、予想される雪崩発生危険箇所に、雪崩防止柵、雪崩

防護擁壁等の雪崩防止設備を整備する。 

   (ｲ）雪崩防止林の造成 

 道路、農地、公共施設、住家等で、特に雪崩の危険が予想される箇所については、雪崩防止林の造

成を行う。 

(ｳ）集落を保全する雪崩防止設備の整備 
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 雪崩による災害から人命を守るため、集落の保護を対象とした雪崩危険箇所について、雪崩予防

柵等の雪崩防止設備を整備する。 

  イ 雪崩危険箇所の警戒 

   (ｱ）危険箇所の点検 

 道路、農地、公共施設、住家等で、特に雪崩の危険が予想される箇所については適宜点検を実施

し、雪崩の早期発見に努め、事故の防止を図る。 

   (ｲ）標識の設置 

 雪崩の危険箇所を一般に周知するため、主要交通道路及び通学路等を重点として必要箇所に標識

を設置する。 

   (ｳ）事故防止体制 

 雪崩の発生による事故を防止するため、危険道路及び危険地域の警戒体制を強化し、交通規制及

びう回路の開設及び避難措置等必要な事故防止措置を講じる。 

 (2）地吹雪災害予防対策 

  ア 道路の地吹雪対策設備の整備 

 交通の安全を確保するため、地吹雪多発地域に防雪柵、視線誘導標識等の吹きだまり対策設備、視

程障害対策設備を整備する。 

  イ 地吹雪多発地域の警戒 

(ｱ）地吹雪多発地域において、道路パトロール等を強化し、交通状況や路面状況を随時把握する。 

(ｲ）地吹雪による事故を防止するため、テレビ、ラジオ等を通じて、地吹雪の発生状況や道路情報を

適宜提供し、交通規制等必要な事故防止措置を行う。  

 (3）着雪災害予防対策 

  ア 電線着雪対策 

 着雪による断線や送電鉄塔の倒壊を防止するため、電力会社に対して送電線の難着雪化を働きかけ

る。 

  イ 交通標識の着雪防止 

 交通標識の着雪を防止するため、標識板への発熱体の取付け、標識板の傾斜取付けなど、着雪防止

法を講じる。 

  ウ 果樹等の着雪防止 

果樹等の着雪防止は、「８ 農林水産業の生産条件の確保」により実施する。 

 (4）融雪災害予防対策 

  ア 融雪出水対策 

融雪出水対策は、第３章第１９節「水害予防対策」によるほか、秋口には河中の障害物を取り除く

など、河川の維持管理の徹底を図る。 

  イ 融雪期の地すべり対策 

 融雪期の地すべり対策は、第３章第２１節「土砂災害予防対策」により実施する。 

 

14 屋根雪等の処理 

 屋根雪による事故を防ぐため、計画的な雪下ろしの奨励、雪止め、防雪柵の設置及び屋根雪処理システ

ム（耐雪構造システム、無落雪システム、消・融雪システム）の普及を図る。 

 

15 雪害対策に関する観測等の推進 

  降雪量、積雪量等の観測体制、設備の充実・強化等を図る。 

 

16 防災訓練の実施 

  積雪・雪崩等を想定した防災訓練を実施し、災害時の対応についての周知徹底を図るほか、関係機関等

が相互に連携した実践的な訓練の実施に努める。 
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２ 応急対策 ［防災課、福祉部、健康こども部、農林部、土木課、道路維持課、岩木総合支所、相馬総

合支所、消防本部ほか］ 

 

豪雪時における産業の機能低下の防止及び地域住民の生活を確保するため、道路交通の確保を最重点と

した除雪対策等を行う。 

 

１ 実施責任者 

市長は、豪雪時において、国、県及びその他防災関係機関との連絡調整等を行うとともに、住民の生活

確保のために市道等の除排雪を行う。 

 

２ 豪雪時における体制 

(1）警戒体制 

   市は、次に掲げる基準のいずれかに達したとき、警戒体制に移行するものとし、地域住民の安全や道

路交通の確保等に向けて必要な応急対策を速やかに講じる。 

[警戒体制への移行の基準] 

ア 積雪深が市街地で９０ｃｍ、賀田、五所の市有の観測点で１００ｃｍ、裾野、東目屋の市有の観測

点で１２０ｃｍに達した場合を目安とする。 

  イ 市域管轄の中南地域県民局地域整備部内に「青森県除雪事業計画」の地区警戒体制等が敷かれたと

き。この場合、中南地域県民局地域整備部と連絡を密にし、道路交通確保に万全を期する。 

 (2）緊急体制 

   市は、積雪深が警戒積雪深を大幅に超え、相当規模の雪害が発生し、又は発生するおそれがある場合、

緊急体制に移行するものとし、地域住民の安全や道路交通の確保等の応急対策に要する人員及び資機材

等の増強を図り、豪雪対策本部設置時の業務に準じた応急対策を速やかに講じるものとする。 

[緊急体制への移行の基準] 

   積雪深が市街地で１２０ｃｍ、賀田、五所の市有の観測点で１３０ｃｍ、裾野、東目屋の市有の観測  

点で１４０ｃｍに達した場合を目安とする。 

 

３ 道路の交通確保 

 (1）情報の収集、連絡 

   ア 道路パトロールを実施し、特に路面、法面の状況（路面凍結、橋面凍結、圧雪の状況、雪庇等の有

無）を把握する。 

  イ 本計画に基づき、雪害防止に必要な情報の収集・伝達を行う。 

ウ 異常事態が発生した場合は、速やかにＮＨＫ、ＲＡＢ、ＡＴＶ、ＡＢＡ、エフエム青森、アップルウ

ェーブ、県交通管制センター、日本道路交通情報センター、国土交通省青森河川国道事務所、県中南

地域県民局地域整備部等に通報する。 

 

豪雪時における連絡系統図 
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(2） 豪雪災害時における体制 

市域管轄の中南地域県民局地域整備部内に「青森県除雪事業計画」の地区警戒体制等が敷かれた場合、

中南地域県民局地域整備部と連絡を密にし、次により道路交通確保に万全を期する。 

  ア 道路及びこれに関する情報連絡の強化 

  イ 除雪機械及びオペレーターの借上げ、応援に関する事前手配 

  ウ 除排雪作業の強化及び計画的検討 

  エ 除雪時期の検討 

  オ パトロール強化及び写真その他資料の準備 

  カ 積雪観測を１日２回実施 

(3）緊急確保路線の除雪区分と除雪目標 

豪雪となった場合、交通確保すべき路線の除雪区分と除雪目標を次のとおりとする。 

区  分 日交通量のおよその基準 除        雪        目        標 

第１種 1,000 台以上／日   ２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は

常時交通を確保する。 

  異常降雪時においては、降雪後５日以内に２車線確保を

図る。 

第２種  500～1,000 台／日   ２車線幅員確保を原則とするが、状況によっては、１車

線幅員で待避所を設ける。 

  異常降雪時には、約１０日以内に２車線又は１車線の確

保を図る。 

第３種 500 台未満／日  １車線幅員で必要な待避所を設けることを原則とする。

状況によっては、一時交通不能となってもやむをえない。 

   備考 上記除雪目標にかかわらず、異常降雪時においても、「弘前市除排雪計画」に基づき極力交通

が途絶しないように努める。 

 

４ 消防救急医療業務体制の確保 

市消防計画によることとし、特に次の点に配慮する。 

(1）火災対策 

  消火栓及び防火水槽の機能を確保するため、パトロールに努め、雪割等の措置を講じる。 

(2）緊急対策 

  緊急交通等の確保のため、警察及び道路管理者との密接な連携のもとに、路上駐車車両の指導取締ま

りや、交通障害発生箇所の整理誘導を実施する。 

(3）医療業務対策 

   医療機関に対し、避難階段及び非常口の除雪の励行や、火災等非常災害時の避難誘導体制の整備の徹

底を指導する。 

 

５ 生活関連施設の確保 

 (1）通学通園路の確保 

  ア 警戒体制時  

    市は、通学通園路の巡回を行うとともに市民と協力して通学通園路を確保する。 

  イ 緊急体制時 

    市職員、消防機関等による通学通園路確保のための除排雪を強化する。 

 (2）堆雪場の指定 

堆雪場は、次のとおりとする。 

場   所 
規  模 

備  考 
占用面積 計画排雪量 

 樋の口町雪置き場 

 悪戸雪置き場 

 堀越雪置き場 

 紙漉沢雪置き場 

12,700ｍ
２
 

77,225ｍ
２
 

63,660ｍ
２
 

3,747ｍ
２
 

80,000ｍ
３
 

300,000ｍ
３
 

400,000ｍ
３
 

5,000ｍ
３
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６ 鉄道交通の確保 

 (1）積雪期における既定ダイヤによる運行の確保のため、除雪体制（車両、機械、人員及び施設）の整備

拡充を働きかける。 

 (2）停車場構内等の増配線を実施し、除雪能力、操車能力の強化を働きかける。 

 

７ 通信、電力供給の確保 

 送信線、送電線の切断等の雪害の未然防止に努め、異常事態が発生した場合は早急に対応するよう働き

かける。また、市長はそれぞれの事業者に除雪状況等の情報を提供し万全を期するよう働きかける。 

 

８ 交通安全対策及び円滑化対策 

 (1）路上駐車車両は、除（排）雪の障害及び交通渋滞の原因となることから、路上駐車車両の追放を徹底

する。 

   また、弘前警察署との緊密な連携のもと、路上駐車車両をなくするよう指導する。 

 (2）気象状況や雪崩等による交通の危険状況に応じて、弘前警察署との緊密な連携のもと、交通の規制を

実施する。 

 (3）除（排）雪作業を実施する場合、弘前警察署との緊密な連携のもと、交通の安全確保、除（排）雪作業

の円滑化を図るため、交通の整理を行なう。 

   また、交通の規制が必要な場合は、緊急交通規制の実施を要請する。 

 

９ 除排雪困難者の除排雪対策 

 (1）警戒体制時 

   一人暮しの高齢者、障がい者、母子家庭等の除排雪困難者について、豪雪による家屋倒壊等を未然に

防ぐため、弘前市社会福祉協議会及び消防機関等（消防団、ボランティア等）の協力を得て、巡回と屋

根雪等の計画的な排除に万全を期する。 

(2）緊急体制時 

豪雪により除排雪困難者の安全確保の緊急性及び危険性が高まっている場合は、家屋倒壊や屋根雪の

落雪等による被害を防ぐため、警戒体制時に加えて市職員及び消防本部、消防団による巡回と屋根雪等

の排除を強化する。 

 

10 農林・土木関係対策 

(1）りんご樹や農業用施設等の被害状況を把握し、関係機関等と連携しながら適切な指導・対策を講じる。 

(2）雪崩等の発生のおそれがある危険箇所については、市及び消防機関等による巡視を行い、異常を発見

した場合は直ちに関係機関に通報する。 
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11 豪雪対策本部の設置 

  市長は、緊急体制に移行し、かつ必要があると認めるときは、豪雪対策本部を設け、緊急輸送の確保そ

の他の災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。 

(1）組織及び編成 

   豪雪対策本部の組織及び編成は、次のとおりとする。 

    本 部 会 議  

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長 

 教育長 

 

 

 

 

 

本 部 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総務部長  対策連絡部  

 

 

 

 

 

 

 

各班  

 

 

 

 

 

 

 

支 部  

 企画部長 企 画 部 各班 東目屋 

 財務部長 財 務 部 各班 船 沢 

 市民生活部長 市民生活部 各班 高 杉 

 福祉部長 福 祉 部 各班 裾 野 

 健康こども部長 健康こども部 各班 新 和 

 農林部長 農 林 部 各班 石 川 

 商工部長 商 工 部 班  

 観光部長 観 光 部 班 

 建設部長 建 設 部  各班 

 都市整備部長 都市整備部  各班  

岩木総合支所長 岩木連絡部 各班 

相馬総合支所長 相馬連絡部 各班 

 上下水道部長 上下水道部 班 

 教育部長 教 育 部 班 

 市立病院事務局長 病 院 部 班 

 消防長 消 防 部 班 

 農業委員会事務局長 農委連絡部 班 

 (2）各部、各班の分担事務 

   災害予防及び災害応急活動の実施については、第２章に規定する災害対策本部業務分担によるほか、

それぞれ所管の部長の命により、次に掲げる各部、各班の分担業務を処理するものとする。 

   なお、豪雪対策本部は、市に災害対策本部が設置された場合は、自動的にこの本部の組織に編入され、

それぞれの分担業務を処理する。 

部（部長） 班（班長） 分  担  業  務 

対策連絡部 

（総務部長） 

対策調整班 

（防災課長） 

１ 各部の業務の調整、連絡 

２ 本部の庶務 

３ 被害等の調書の作成、報告の総括 

人事班 

（人事課長） 

１ 職員の動員、勤務 

契約班 

（契約課長） 

１ 本部の設置、廃止の告示 

２ 資機材等の調達 

消 防 班 

（消防団長） 

１ 地域の情報収集 

２ 除排雪困難者の除排雪対策の応援 

企画部 

（企画部長） 

企画班 

（情報班） 

（企画課長） 

１ 班員及び資機材の設置等体制を整えること 

２ 災害情報の収集・分析、通報、報告に関すること 

３ その他災害対策本部からの指示による 

広聴広報班 

（広聴広報課長） 

１ 被害状況の取材、記録及び広報 

２ 情報の伝達 

秘書班 

（秘書課長） 

１ 国会議員等視察者の応接 

２ 現地視察への対応 
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部（部長） 班（班長） 分  担  業  務 

財 務 部  

（財務部長） 

管財班 

（管財課長） 

１ 自動車の配車、借上げ 

 

市民税班 

（市民税課長） 

１ 被災世帯等の調査 

２ 市税の減免等 

３ 罹災証明の発行 資産税班 

（資産税課長） 

市民生活部 

（市民生活部長） 

市民協働班 

（市民協働課長） 

１ 市民組織との連携、協力 

支 部 

 （各出張所長） 

１ 出張所地域における被害状況調査及び報告 

環境班 

（環境課長） 

１ 防疫活動 

２ 防疫に係る必要資材の確保 

３ 公害発生に伴う防止活動 

４ ごみの収集及びごみ埋立地の運営、管理 

５ ごみ焼却施設及びし尿処理施設の連絡調整 

文化スポーツ班 

(文化スポーツ課長) 

１ 文化体育施設の雪害防止及び雪害復旧 

福祉部 

（福祉部長） 

福祉総務班 

（福祉総務課長） 

１ 除雪ボランティアに関する弘前市社会福祉協議会

との連絡調整 

障がい福祉班 

(障害福祉課長) 

１ 除排雪困難者（障がい者）の除排雪対策 

 

生活福祉班 

（生活福祉課長） 

１ 困窮（生活保護）世帯の救助及び援助 

介護福祉班 

（介護福祉課長） 

１ 除排雪困難者（高齢者）の除排雪対策 

健康こども部 

（健康こども部長） 

こども家庭班 

（こども家庭課長） 

１ 除排雪困難者（母子世帯）の除排雪対策 

国保年金班 

（国保年金課長） 

１ 保険料の減免等 

健康増進班 

（健康増進課長） 

１ 保健衛生指導 

地域医療推進班 

(地域医療推進室長) 

１ 医療機関との連携、協力 

農 林 部 

（農林部長） 

農政班 

（農政課長） 

１ 農林関係被害調査等の総括及び情報班（企画課）へ

の報告 

２ 農林関係被害者の救済対策 

３ 農畜産物施設の雪害防止及び雪害復旧 

４ 農産物、農業資材の需給 

５ 内水面漁業関係被害者の救済対策及び水産業関係

被害報告のとりまとめ 

６ 野菜、花き施設の雪害防止及び雪害復旧 

りんご班 

（りんご課長） 

１ りんご、特産果樹施設の雪害防止及び雪害復旧 

  農村整備班 

（農村整備課長） 

１ 農地、農業用施設の雪害防止及び雪害復旧 

２ 農業用水路の溢水による水害防止 

商工部 

（商工部長） 

商工労政班 

（商工労政課長） 

１ 生活物資の需給調整 

２ 商工関係被害調査及び情報班（企画課）への報告 

３ 商工関係被害者の救済対策 

４ 水産地方卸売市場施設等に関する被害調査及び農

政班への報告 
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部（部長） 班（班長） 分  担  業  務 

観光部 

（観光部長） 

観光班 

（観光課長） 

１ 観光施設の雪害防止及び雪害復旧 

建 設 部 

（建設部長） 

土木班 

（土木課長） 

１ 道路交通の確保 

２ 道路、橋梁等の雪害復旧 

３ 河川の溢水による水害防止 

道路維持班 

（道路維持課長） 

１ 道路の除雪及び排雪 

２ 消・流雪溝の管理及び雪置き場の開設等 

建築住宅班 

(建築住宅課長) 

１ 市営住宅の雪害防止及び雪害復旧 

２ 市の公共建築物の応急対策に係る関係機関との連

絡調整及び技術支援に関すること 

建築指導班 

（建築指導課長） 

１ 工事施工中の家屋等の雪害防止の指導 

２ 屋根雪荷重による家屋倒壊等防止の指導 

都市整備部 

（都市整備部長） 

都市計画班 

（都市計画課長） 

１ 工事施工中の施設等に係る雪害防止及び雪害復旧 

 

区画整理班 

（区画整理課長） 

１ 工事施工中の施設等に係る雪害防止及び雪害復旧 

公園緑地班 

（公園緑地課長） 

１ 鷹揚園等所管施設の雪害防止及び雪害復旧 

岩木連絡部 

（岩木総合支所長） 

岩木総務班 

（総務課長） 

１ 岩木地区の情報収集の総括 

２ 情報班（企画課）への災害情報等の連絡 

岩木民生班 

（民生課長） 

１ 岩木地区の被災世帯等の調査 

２ 岩木地区の除排雪困難者の除排雪対策 

相馬連絡部 

（相馬総合支所長） 

相馬総務班 

（総務課長） 

１ 相馬地区の情報収集の総括 

２ 情報班（企画課）への災害情報等の連絡 

相馬民生班 

（民生課長） 

１ 相馬地区の被災世帯等の調査 

２ 相馬地区の除排雪困難者の除排雪対策 

上下水道部 

（上下水道部長） 

上下水道班 

（総務課長） 

(営業課長) 

（工務課長） 

（上水道施設課長） 

（下水道施設課長） 

１ 飲料水の供給確保 

２ 上下水道施設の雪害防止及び雪害復旧 

３ 工事施工中の施設等に係る雪害防止及び雪害復旧 

 

教 育 部 

（教育部長） 

教 育 班 

（教育総務課長） 

（学校整備課長） 

（学務健康課長） 

１ 学校運営の確保 

２ 文教施設の雪害防止及び雪害復旧 

病 院 部 

(市立病院事務局長） 

病 院 班 

（総務課長） 

１ 負傷者等に対する医療及び助産 

２ 医療薬剤及び資材の確保 

消 防 部 

（消防長） 

消防班 

（警防課長） 

１ 人命救助 

２ 消防体制の確保 

農委連絡部 

（農業委員会事務局長）  

農 委 班 

（事務局次長） 

１ 委員との情報伝達 

２ 農林部が実施する業務の応援 

 

 

12 応援協力関係 

 (1）市自ら除（排）雪の実施が困難な場合、除（排）雪の実施又はこれに要する除（排）雪機械及びオペレ

ーターの確保について県へ応援を要請するほか、「災害時における青森県市町村相互応援に関する協定」

及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、他の市町村等に応援を要請

する。 

 (2）自衛隊への災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第２節 火山災害対策 
 

１ 予防対策 ［防災課、岩木総合支所］ 

 

  活火山である岩木山及び十和田の火山現象から住民の生命、身体及び財産を保護するため、噴火警報等

の伝達、観測体制の確立等を図るものとする。 

なお、本対策は岩木山火山防災協議会、十和田火山防災協議会（以下「火山防災協議会」という）におい

て、協議会構成員との連携により同対策を推進する。 

 

  岩木山火山防災協議会：（参画市町村）弘前市、鯵ヶ沢町、西目屋村、藤崎町、鶴田町、板柳町 

  十和田火山防災協議会：（参画市町村）十和田市、六戸町、青森市、弘前市、平川市、黒石市、大鰐町、

藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町、五所川原市、中泊町、

つがる市、八戸市、五戸町、三戸町、おいらせ町、南部町、

田子町、新郷村、七戸町、 

秋田県：鹿角市、小坂町、能代市、大館市、北秋田市、藤里町 

岩手県：二戸市、八幡平市 

※下線は、活動火山対策特別措置法による火山災害警戒地域をその区域に含む市町村 

 

 

１ 火山防災協議会における協議事項等 

(1) 火山災害警戒地域（以下「警戒地域」という。）をその区域に含む市は、地域防災計画において，火

山現象の発生及び推移に関する情報収集・伝達や予警報の発表・伝達に関する事項、噴火警戒レベルの

運用による入山規制や避難指示（緊急）等避難のための措置について市長が行う通報及び警告に関する

事項、避難場所及び避難路に関する事項、火山現象に係る避難訓練に関する事項、救助に関する事項そ

の他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。また、警戒地域内の不特定かつ多数

の者が利用する施設又は要配慮者利用施設で噴火等の火山現象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避難

を確保する必要があるものについて、これらの施設の名称及び所在地を定めるものとする。名称及び所

在地を定めたこれらの施設について、市は、火山現象発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難

の確保が図られるよう、市地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警

報の伝達方法を定めるものとする。 

(2) 県及び警戒地域をその区域に含む市が警戒避難体制の整備について地域防災計画に定める際は、火山

防災協議会での検討により、噴火シナリオや複数の噴火規模を想定した火山ハザードマップを用いて避

難開始時期や避難対象地域をあらかじめ段階的に設定することにより噴火警戒レベルを設定し、これに

対応した避難開始時期，避難対象地域、指定緊急避難場所等の避難先、避難路・手段を定めるなど具体

的で実践的な避難計画を地域防災計画に位置付けるようにする。 

(3) 県及び警戒地域をその区域に含む市は、地域防災計画に定める事項について、火山防災協議会の意見

を聴くものとする。 

(4) 警戒地域をその区域に含む市の長は、地域防災計画に基づき、警戒地域における円滑な警戒避難を確

保する上で必要な事項を住民、登山者等に周知させるため、火山防災協議会における検討を踏まえ、火

山現象の影響及び範囲を図示した火山ハザードマップに避難対象地域、避難場所や避難路、避難手段と

いった避難計画の内容、噴火警戒レベルの解説や情報伝達に関する事項など、住民や登山者等に防災上

必要な情報を付加した火山防災マップの配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

(5) 県及び市は、登山者など火山に立ち入る者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山届の導入、

携帯電話による災害情報に関するメール配信登録サービスの導入、火口周辺施設との連携等により、登

山者等の情報の把握に努めるものとする。この際、火山防災協議会において、火山付近への来訪者の状

況、火山へのアクセス等を勘案し、災害時の登山者の早期把握、安否確認等に資する登山届の必要性に

ついて検討するものとする。登山届が必要と認められる場合には、ＩＴを用いた登山届の仕組み等も活

用し、火山地域全体での一体的な運用を図るよう努めるものとする。 

 

２ 情報収集・連絡体制の整備 

 (1）噴火警報等を迅速かつ確実に関係機関、住民等に伝達する体制を整備するとともに、常時遠望観測を

実施するほか、火山活動に関する異常現象が、発見者から市、警察官へ迅速かつ確実に通報されるよう、

あらかじめ住民等に周知徹底する。 
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 (2）噴火警報等を迅速かつ確実に住民等に伝達するため防災行政無線を整備する。 

 (3）収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見を活

用できるよう努める。 

 

３ 災害応急体制の整備 

 (1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

４ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

 (1）医療機関等との連絡・連携体制の整備を図る。 

 (2）災害時の救助・救急、消防活動に備え、資機材等の整備に努める。また、救護活動に必要な医薬品等

の備蓄に努める。 

 

５ 避難体制の整備 

 避難体制の整備は、第３章第１０節「避難対策」によるほか、次のとおりとする。 

 (1）予想される噴火、降灰（礫）、溶岩、有毒ガス、泥（土石）流、火砕流及び地殻変動等火山現象による

災害を想定し、実態に即した指定緊急避難場所を設定しておく。 

 (2）火山活動の状況に応じての入山規制、立入規制等の措置を迅速かつ適切に行うための計画を策定して

おく。 

 (3）火山防災協議会における協議を通じて、火山周辺で地域住民が居住している範囲を火山災害対策計画

における「居住地域」としてあらかじめ定めておき、噴火警報発表時に必要十分な避難対策が行えるよ

うにする。 

  (4) 岩木山火山避難計画（岩木山火山協議会策定） 

岩木山において火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流、噴石及び降灰が 発生し、又は発生が想定され

る状況が噴火警戒レベルに応じて高まった場合の対応を避難計画として整理したもの。 

http://www.bousai.pref.aomori.jp/files/iwakisan_kazanhinankeikaku1.pdf 

 

６ 防災訓練の実施及び防災知識の普及・啓発 

 (1）第３章第９節「防災訓練」によるほか、県、県警察等防災関係機関と密接な連携のもとに火山ハザー

ドマップや噴火シナリオ等を活用した実践的な訓練の実施に努めるとともに、訓練後には評価を行い、

課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

 (2）第３章第７節「防災教育及び防災思想の普及」によるほか、火山活動に伴う異常現象、噴火の前兆現

象、噴火災害時の対応等について、各火山の特性を考慮した火山ハザードマップ等の作成により地域住

民等に周知徹底する。 

 (3）火山性ガスの発生している箇所等の危険箇所の把握に努め、平時から地域住民等への周知徹底に努め

る。 

 

７  登山者等の安全確保 

(1) 県及び市は、登山者への伝達をより確実にするため、防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、登

山口等における掲示、山小屋の管理人等を介した情報伝達など、地域の状況を踏まえながら、情報伝達

手段の多様化を図る。 

(2) 県及び市は、観光関係の事業者等を通じて、火山地域を訪れる登山者や旅行者に対して防災知識の普

及啓発を図るものとする。また、パンフレットの配布等を通じて、火山災害履歴についての知識の普及

を図る。 

(3) 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の

確保、登山届、登山計画書、登山カード等の積極的な提出等の手段を講じるよう努めるものとする。 
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２ 応急対策 ［防災課、岩木総合支所］ 

 

  火山現象による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、住民の生命、身体及び財産を保護する

ため、次のとおり情報収集、伝達等を行うものとする。 

 

１ 実施責任者 

 火山現象による災害時における住民への火山情報、避難等の情報伝達等は、青森地方気象台及び県と連

携し、市長が行う。 

 

２ 噴火警報等の収集及び伝達 

噴火警報等の収集及び伝達は、第４章第１節「気象予報・警報等の収集及び伝達」による。 

 

３ 情報の収集・伝達 

 情報の収集・伝達は、第４章第２節「情報収集及び被害等報告」によるほか、次による。 

県は、国から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、予想される災害の事態及

びこれに対してとるべき措置について、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市その他の関係者に対

し、必要な通報又は要請をするものとする。 

 市は、県から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、地域防災計画の定めると

ころにより、伝達を受けた事項を防災行政無線、サイレン、緊急速報メール、登山口等における掲示、山

小屋の管理人等を介した情報伝達等により、関係機関や住民、登山者等へ伝達するものとする。また、放

送事業者等は，伝達を受けた噴火警報等について、住民、登山者等への伝達に努めるものとする。なお、

市は、特別警報にあたる噴火警報（噴火警戒レベルを運用している火山では噴火警戒レベル４以上、噴火

警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」）の伝達を受けた場合は、これを直ちに住

民、登山者等に伝達するものとする。 

 災害現場は山岳地であることから、市等防災関係機関の無線機を活用するほか、航空機による空中偵察

によって災害情報を収集・伝達する。 

 災害情報の内容は、次のとおりとする。 

 (1）人的被害及び住家被害の状況 

(2）要救助者の確認 

(3）住民・登山者・観光客等の避難状況 

(4）噴火規模及び火山活動の状況 

(5）被害の範囲 

(6）避難路及び交通の確保の状況 

(7）その他必要と認める事項 

 

４ 活動体制の確立 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をと

る。 

 

５ 救助・救急活動 

救助・救急活動については第４章第１１節「救出」により実施する。 

 

６ 医療活動 

 医療活動については第４章第１８節「医療、助産及び保健」により実施する。 

 

７ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」により実施する。 

 

８ 警戒避難対策 

警戒避難対策は、第４章第８節「避難」によるほか、次による。 

 (1）噴火警報等の発表、又は異常現象の通報がなされ、火山噴火等により地域住民に被害が及ぶおそれが

あると判断される場合には、人命の安全を第一義とし、直ちに避難勧告等を発令する。 

 (2）避難者の誘導については、火山の位置及び特性、地形等に留意し、あらかじめ定めた市、消防本部、

弘前警察署等の役割分担、誘導方法、避難先等の避難計画に基づき実施する。 

 (3）観光客、登山者等の対策として、火山活動の状況に応じ、観測、監視体制を強化するとともに、入山

規制、立入規制等の措置をとる。 
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 (4）噴火警報等が発表された場合には、警報の区分に応じた居住地域からの避難、入山規制、火口周辺規

制などを検討し、必要な範囲に対して実施する。 

 

９ 災害広報・情報提供 

 災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整え、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策の情報

等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

10 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の市町村等に応援を要請する。 

 (2）自衛隊への災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第３節 航空災害対策 
 

 空港及びその周辺並びにその他の地域において、民間機、自衛隊機、米軍機の墜落炎上等により多数の死

傷者を伴う大規模な事故が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減

を図るため、次のとおり予防、応急対策を実施するものとする。 

 

１ 予防対策 ［防災課］ 

 

航空災害を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施する。 

 

１ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

２ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

 救助・救急及び消火活動を実施するための資機材等の整備に努める。また、救護活動に必要な医薬品等

の備蓄に努める。 

 

４ 防災訓練の実施 

空港管理者、航空運送事業者、県、東京航空局（三沢空港事務所、青森空港出張所）、県警察、自衛隊等

と相互に連携した実践的な訓練の実施に努めるとともに、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、

必要に応じ体制等の改善を行う。 

 

 

２ 応急対策 ［防災課］ 

 

 航空機の墜落炎上等による災害から地域住民等を守るため、防災関係機関は、早期に初動体制を確立し、

緊密な協力のもとに各種応急対策を実施することにより、被害拡大を防御し、被害の軽減を図る。 

 

１ 実施責任者 

 航空災害の被害の拡大の防止措置に係る関係機関との連絡調整、その他必要な措置は市長が行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 航空災害が発生した場合、情報の収集伝達は次のとおりとし、災害情報連絡のための通信手段を確保す

るとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。 

なお、航空機火災（火災が発生するおそれのあるものを含む。）については、第一報を県に対してだけ

でなく消防庁に対しても報告する。（『火災・災害等即報要領』） 
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弘前警察署 青森・八戸 
海上保安部 
(海上の場

合） 

弘前市 

（消防本部） 

医療機関 航空運送業者 自衛隊(陸・海・

空） 

東京航空局 
三沢空港事務所 
青森空港出張所 

周辺市町村 

青森県 

県警察本部 

消防庁 

発見者 

【弘前市で航空機事故が発生した場合】 

  ア 民間機の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 自衛隊機の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 米軍機の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発見者 

弘前警察署 青森・八戸 
海上保安部 
(海上の場

合） 

弘前市 

（消防本部） 

医療機関 東京航空局 
 
 

自衛隊 
（陸・海・空） 

周辺市町村 
青森県 

県警察本部 

消防庁 

発見者 

弘前警察署 青森・八戸 
海上保安部 

(海上の場合） 

弘前市 

（消防本部） 

医療機関 
東京航空局 

 

米軍三沢基地 

三沢防衛事務所 

周辺市町村 

青森県 

県警察本部 

消防庁 
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３ 活動体制の確立 

 発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとる。 

 

４ 捜索活動（防災関係機関の措置） 

 (1）自衛隊の措置 

   自衛隊機、米軍機の事故が発生した場合、捜索活動を実施するほか、民間機の事故が発生した場合、

東京航空局三沢空港事務所長の要請により出動し、捜索活動を実施する。 

 (2）その他関係機関の措置 

  関係機関は、緊密に協力の上、ヘリコプター等多様な手段を活用して捜索活動を実施する。 

 

５ 救助・救急活動 

 (1）市長の措置 

   救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

 (2）防災関係機関の措置 

  ア 空港管理者の措置 

空港及びその周辺における航空機事故について、速やかに被害状況を把握するとともに、迅速に救

助・救急活動を行う。 

  イ 弘前警察署の措置 

  救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。また、大規模航空災害が発生した場合

は、関係機関と連携の上、警察災害派遣隊等による救助活動を行う。 

  ウ 自衛隊の措置 

  自衛隊機、米軍機の事故が発生した場合、捜索活動を実施するほか、民間機の事故が発生した場合、

東京航空局三沢空港事務所の要請により出動し、救助活動を実施する。 

  エ 県の措置 

  市の実施する救急活動について、必要に応じて指示等を行うとともに、市からの要請により、他の

市町村に応援を指示する。  

 

６ 医療活動 

 (1）市長の措置 

 医療活動については、第４章第１８節「医療、助産及び保健」による。 

 (2）県及び公益社団法人青森県医師会の措置 

 青森空港及びその周辺において航空機事故が発生した場合又はそのおそれがある場合には、「青森空

港医療救護活動に関する協定書」に基づいて相互協力のもと医療救護活動を適切に実施する。 

 

７ 消火活動 

 (1）市長の措置 

 消火活動については、第４章第９節「消防」によるほか、防災関係機関、関係公共団体の協力を得て 

消火活動を実施する。 

 (2）防災関係機関の措置 

  ア 東京航空局（三沢空港事務所、青森空港出張所）の措置 

 空港及びその周辺において航空機事故が発生したときは、航空自衛隊及び消防機関の協力を得て消

火活動を実施する。 

    イ 青森空港管理事務所の措置 

 青森空港及びその周辺において航空機事故が発生したときは、速やかに消防車両を出動させ、消防

機関の協力を得て消火救難活動を実施する。 

  ウ 自衛隊の措置 

自衛隊機、米軍機の事故が発生した場合、捜索活動を実施するほか、三沢空港において民間機の事

故が発生した場合、東京航空局三沢空港事務所の要請により出動し、消火活動を実施する。 

  エ 県の措置 

 市（消防機関）の実施する消火活動について、必要に応じて指示等を行うとともに、市からの要請

により、他の市町村に応援を指示する。 

 

８ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」により実施する。 
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９ 立入禁止区域の設定・避難誘導等 

 (1）市長の措置 

 空港事務所と協力し危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、

一般住民等の立入制限、退去等を命じる。 

 (2）防災関係機関の措置 

   ア 弘前警察署の措置 

  空港事務所と協力して危険防止の措置を講じるとともに、市職員が現場にいないとき、又はこれら

の者から要請があったときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、退去等を命令する。なお、

その場合、この旨市へ通報する。また、航空機が人家密集地域へ墜落した場合、その他被害が拡大す

るおそれがある場合には、立入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を実施す

る。 

   イ  青森空港管理事務所及び東京航空局三沢空港事務所の措置 

     それぞれ青森空港及び三沢飛行場内において航空機事故が発生した場合は、状況に応じ空港利用者

を避難させるなど必要な措置をとる。 

 

10 災害広報・情報提供（市長の措置） 

 災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整え、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策の情報

等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

11 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の市町村等に応援を要請する。 

 (2）自衛隊の災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第４節 鉄道災害対策 
 

 鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生した場合、又は発生するおそ

れがある場合に、早期に初動体制を確立して、被害の拡大を防止し、又はその軽減を図るため、以下のとお

り予防、応急対策を実施するものとする。 

 

１ 予防対策 ［防災課］ 

 

鉄道災害を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施する。 

 

１ 鉄軌道の安全確保 

 (1）鉄軌道事業者の措置 

   ア 事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講じることができるよう、また、自然災害又は列

車の脱線その他の鉄軌道事故による線路又は建築限界の支障によって被害がさらに拡大することを防

止するため、異常時における列車防護その他の手段による関係列車の停止手配の確実な実施及び防護

無線その他の列車防護用具の整備に努めるとともに、建築限界の確保や保安設備の点検等の運行管理

体制の充実に努める。 

   イ 土砂災害等からの鉄軌道の保全を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その他の線路防護施設の点検

を行うよう努めるとともに、災害により本線を走行する列車に支障が生ずるおそれがあるときには、

当該線路の監視に努める。 

   ウ 国と協力して、踏切における自動車との衝突、置き石等による列車の脱線等の外部要因による事故

を防止するため、事故防止に関する知識を広く一般に普及するよう努める。 

 (2） 市長の措置 

県と協力して、主要な交通施設の被災による広域的な経済活動、生活への支障や地域の孤立化の防止

等のため、主要な交通網が集中している地域の土砂災害対策を重点的に実施する。 

 

２ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

３ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

４ 救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備 

(1）鉄軌道事業者の措置 

ア 事故災害発生直後における乗客の避難等のための体制の整備に努めるとともに、医療機関、消防機

関との連絡・連携体制の強化に努める。 

イ 火災による被害の拡大を最小限に止めるため、初期消火のための体制の整備に努めるとともに、消

防機関との連携の強化に努める。 

(2）市長の措置 

県と協力して救助・救急、医療及び消火活動を実施するための資機材等の整備に努める。また、救護

活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

５ 防災訓練の実施 

東北運輸局、県、鉄軌道事業者等と相互に連携した実践的な訓練の実施に努めるとともに、訓練後には

評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 
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２ 応急対策 ［防災課］ 

 

列車の衝突等が発生した場合、被害の拡大を防止し、又は軽減を図るため、次のとおり応急対策を講じ

る。 

 

１ 実施責任者 

 鉄道災害による被害の拡大の防止措置に係る関係機関との連絡調整、その他必要な措置は市長が行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 鉄道災害が発生した場合、情報の収集伝達は次のとおりとし、災害情報連絡のための通信手段を確保す

るとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。  

 なお、列車火災については、第一報を県に対してだけでなく消防庁に対しても報告する。（『火災・災害

等即報要領』） 

 

 

 

 （列車火災時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動体制の確立 

(1）鉄軌道事業者の措置 

発災後、速やかに災害の拡大の防止のため、関係列車の非常停止の手配、乗客の避難等の必要な措置

を講じる。 

(2）市長の措置 

発災後の速やかな職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制を

とる。 

 

４ 救助・救急活動 

 (1）鉄軌道事業者の措置 

事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うよう努めるとともに、救助・救急活動を実

施する各機関に可能な限り協力するよう努める。 

(2）市長の措置 

救助・救急活動については、第４章第１１節「救出」によるほか、被害状況の早急な把握に努める。 

 

５ 医療活動 

 医療活動については、第４章第１８節「医療、助産及び保健」による。 

 

６ 消火活動 

 (1）鉄軌道事業者の措置  

事故災害直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活動を実施する各機関に可能な

限り協力するよう努める。  

(2）市長の措置 

消火活動については第４章第９節「消防」による。 

 

７ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 (1）鉄軌道事業者の措置 

事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等代替交通手段の確保に努める

とともに、被災していない関係鉄軌道事業者においては、可能な限り、代替輸送について協力するよう

努める。 

(2）市長の措置 

緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第 

鉄軌道事業者 東北運輸局 青 森 県 消 防 庁 

弘 前 市 

消 防 本 部 

弘前警察署 

関 係 省 庁 

県 警 察 本 部 
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２８節「交通対策」による。 

 

８ 災害広報・情報提供 

災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策

の情報等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

９ 災害復旧 

 鉄軌道事業者は、鉄道災害に伴う施設及び車両の被災状況に応じ、迅速に被災施設及び車両の復旧に努

める。また、災害復旧に当たっては可能な限り復旧予定時期を明確にするよう努める。 

 

10 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の市町村等への応援を県に要請する。 

 (2）自衛隊への災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第５節 道路災害対策 
 

 道路構造物の被災又は道路における車両の衝突等により、大規模な救急・救助活動や消火活動等が必要と

される災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、被害の拡大を防止し、

又はその軽減を図るため、次のとおり予防、応急対策を実施するものとする。 

 

１ 予防対策 ［土木課、道路維持課］ 

 

道路災害を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施する。 

 

１ 道路交通の安全確保 

 (1）道路管理者の措置 

  ア 道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を実施するために、情報の収集、連絡体制の

整備を図る。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報を

迅速に提供するための体制の整備を図る。 

   イ 道路管理者は、道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めるとともに、道路におけ

る災害の予防と道路施設等の安全の確保のために必要な措置を講じる。また、道路防災対策事業等を

通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的かつ総合的に実施する。 

 (2）市長の措置 

 国及び県と協力して、交通施設の被災による広域的な経済活動、住民への支障や地域の孤立化防止等

のため、主要な交通網が集中している地域の土砂災害対策を重点的に実施する。 

 (3）防災関係機関の措置 

    弘前警察署は、道路交通安全のための情報の収集、連絡体制の整備を図るとともに、異常が発見され、

災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に交通情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

 

２ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

３ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

４ 救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備 

 (1）道路管理者の措置 

医療機関、消防機関等との連絡・連携体制の整備を図る。 

(2）市長の措置 

災害時の救助・救急、医療及び消防活動を実施するための資機材等の整備に努めるとともに、救護活

動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

５ 防災訓練の実施 

(1）国の機関、県、道路管理者等と相互に連携した実践的な訓練の実施に努めるとともに、訓練後には評

価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

 (2）道路管理者は、防災訓練の実施を通じ、災害時の対応について周知徹底を図る。 

 

６ 施設、設備の応急復旧活動体制の整備 

 道路管理者は、道路災害時に施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制及

び資機材の整備を行う。 

 

７ 防災知識の普及 

 道路管理者は、道路利用者に対して道路災害時の対応等に係る防災知識の普及・啓発を図る。 

 

８ 再発防止対策の実施 

 道路管理者は、道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止対策

を実施する。 
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２ 応急対策 ［土木課、道路維持課］ 

 

  道路構造物が被災し、又は被害が発生するおそれがある場合、被害の拡大を防止し、又は軽減を図るた

め、次のとおり応急対策を講じる。 

 

１ 実施責任者 

 道路災害の被害の拡大の防止措置に係る関係機関との連絡調整、その他必要な措置は市長が行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし、災害情報連

絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他の関係

機関に連絡する。 

 なお、トンネル内車両火災については、第一報を県に対してだけでなく消防庁に対しても報告する。 

（『火災・災害等即報要領』） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トンネル内車両火災時）  

 

 

３ 活動体制の確立 

 (1）道路管理者の措置 

 発災後、速やかに災害の拡大の防止のために必要な措置を講じる。 

 (2）市長の措置 

発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をと

る。 

 

４ 救助・救急活動 

 (1）道路管理者の措置 

関係機関による迅速かつ的確な救助・救出の初期活動が行われるよう協力する。 

 (2）市長の措置 

救助・救急活動については第４章第１１節「救出」によるほか、被害状況の早急な把握に努める。 

 

５ 医療活動 

 医療活動については第４章第１８節「医療、助産及び保健」による。 

  医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行なうとともに、患者の急増等に対応するため、相互に緊密な

情報交換を行い、必要に応じて他の医療機関等に協力を求める。 

 

６ 消火活動 

 (1）道路管理者の措置 

事故災害直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消火活動を実施する各機関に可能な

限り協力するよう努める。 

 (2）市長の措置 

消火活動については、第４章第９節「消防」による。 

 

７ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」によるほか、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応急復旧、輸送活動を行

う。 

 

 

弘前警察署 通 報 者 県警察本部 

県、中南地域県民局地域整備部 

道路管理者 

国土交通省、青森河川国道事務所 

消 防 本 部 弘 前 市 青 森 県 関 係 省 庁 

消 防 庁 
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８ 危険物の流出に対する応急対策 

 (1）道路管理者の措置 

危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危険

物による二次災害の防止に努める。 

 (2）防災関係機関の措置 

  ア 消防機関の措置 

 危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行う。 

  イ 弘前警察署の措置 

危険物の流出が認められた場合に直ちに防除活動を行うほか、道路災害が通行量の多い道路におい

て発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、立入禁止区域を設定し、避難誘導活動を行う。 

 

９ 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 

 (1）道路管理者の措置 

 迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に努める。また、道

路施設の応急復旧活動を行うとともに、類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設の緊

急点検を行う。 

 (2）弘前警察署の措置 

災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るために必要な措置を講じる。また、災害発生後直

ちに、被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、交通安全施設の緊急点検を実施するなど必

要な措置を講じる。 

 

10 災害広報・情報提供 

災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策

の情報等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

11 災害復旧 

 道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関

する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行う。また、災害復旧に当たって

は、可能な限り復旧予定時期を明確にするよう努める。 

 

12 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ応援を要請するほか、「災害時における青森県市町村相

互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援協定に基づき、他の

市町村等への応援を県に要請する。 

 (2）自衛隊への災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第６節 危険物等災害対策 
 

 危険物等（危険物、高圧ガス、火薬類、毒物・劇物、放射性物質）の漏えい・流出、火災、爆発等により死

傷者が多数発生するなどの災害（放射性物質の大量の放出による場合を除く。）が発生し、又は発生するお

それがある場合に、早期に初動体制を確立して、被害の拡大を防止し、又はその軽減を図るため、次のとお

り予防、応急対策を実施するものとする。 

 

１ 予防対策 ［消防本部］ 

 

  危険物等災害の発生を未然に防止し、又は被害を軽減するため、関係機関と協力しながら必要な予防対

策を実施する。 

 

１ 現況 

 地域内の危険物施設等一覧は、別途作成し、関係機関と共有する。 

 (1）危険物施設 

    資料編 〔表〕５－６－１ 

 (2）石油類大量保有事業所（１００ｋｌ以上の屋外貯蔵タンクを保有している事業所） 

    資料編 〔表〕５－６－２ 

 (3）液化石油ガス製造施設 

    資料編 〔表〕５－６－３ 

 (4）一般高圧ガス製造施設 

    資料編 〔表〕５－６－４ 

 (5）火薬類貯蔵施設 

    資料編 〔表〕５－６－５ 

 (6）毒物・劇物貯蔵取扱事業所 

    資料編 〔表〕５－６－６ 

 (7）放射性同位元素等使用施設 

    資料編 〔表〕５－６－７ 

  

２ 危険物施設 

 (1）規制 

 消防法に基づき危険物施設の所有者等に対して次の規制を行う。 

ア 危険物施設の位置、構造及び設備 

イ 危険物保安監督者、危険物保安統括管理者、危険物施設保安員の選任 

ウ 予防規程の作成 

エ その他法令で定められた事項 

 (2）保安指導 

 立入検査等により危険物施設の所有者等に対して次の保安指導を行う。 

ア 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理 

イ 危険物の貯蔵、取扱い、運搬、積載等の方法 

ウ 危険物施設の所有者、管理者、占有者又は危険物保安監督者等が非常時にとるべき措置 

エ 災害による危険物施設等への影響に対する安全措置 

 (3）保安教育等 

 事業所の所有者、管理者、占有者又は危険物保安監督者等は、危険物取扱者等に対し保安管理体制の

向上を図るため、消防機関等と連携し、講習会、研修会等の保安教育を実施する。 

 (4）自主保安体制の整備 

   事業所は、火災、爆発及び漏えい等の災害の発生を防止するため、法令で定める技術基準を遵守する

とともに、次の事項に配慮し、自主保安体制を確立する。 

  ア 防災組織の確立（人員配置・業務分担） 

  イ 保安検査、定期点検 

  ウ 防災設備の維持管理、整備及び点検 

  エ 緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動 

  オ 防災訓練の実施 

 (5）事業所の協力体制の確立 

   危険物を取り扱っている事業所が一定地域に集中している地域にあっては、相互援助等自主的な防災

活動を行うため、各事業所は相互に連携し総合的な防災体制を確立する。 
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３ 高圧ガス施設 

 (1）規制 

   県は、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年12月

28日法律第149号）に基づき、高圧ガス施設の所有者等に対して次の規制を行う。 

  ア 高圧ガス施設の位置、構造及び設置 

イ 高圧ガス製造保安統括者、高圧ガス製造技術管理者、高圧ガス製造保安係員、高圧ガス製造保安主

任者、高圧ガス製造保安企画推進員、高圧ガス製造保安責任者、高圧ガス販売主任者、特定高圧ガス

取扱主任者、液化石油ガス業務主任者等の選任 

  ウ 危害予防規程の作成 

  エ その他法令で定められた事項 

 (2）保安指導 

   県及び高圧ガス関係団体は、保安検査等により高圧ガス施設の所有者等に対して次の保安指導を行う。 

  ア 高圧ガス施設の位置、構造及び設備の維持管理 

  イ 高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動、その他の取扱い及び消費並びに容器の検査及び取扱い 

  ウ 高圧ガス施設の管理者、高圧ガス製造保安統括者等が非常時にとるべき措置 

  エ 災害による高圧ガス施設等への影響に対する安全措置 

(3）保安教育等 

  ア 事業所は、法令の定めるところにより、保安教育計画を定め、従業員に対して保安教育を実施する。 

  イ 県及び高圧ガス関係団体は、各種の保安講習等を実施する。 

  ウ 県及び高圧ガス関係団体は、国が設定した保安活動促進週間に基づき、関係者の防災意識の高揚を

図る。 

 (4）自主保安体制の確立 

       事象所は、火災、爆発等の災害の発生を防止するため、法令で定める技術基準を遵守するとともに、

次の事項に配慮し、自主保安体制を確立する。 

ア 防災組織の確立（人員配置、業務分担） 

イ 定期自主検査 

ウ 防災設備の維持管理、整備及び点検 

エ 緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動 

オ 防災訓練の実施 

 

４ 火薬類施設 

 (1）規制 

県は、火薬類取締法（昭和25年5月4日法律第149号）の周知徹底を図り、火薬類施設の所有者等に対し

て次の規制を行う。 

  ア 火薬類施設の位置、構造及び設備 

イ 火薬類製造保安責任者、火薬類製造副保安責任者、火薬類取扱保安責任者、火薬類取扱副保安責任

者の選任 

  ウ 危害予防規程の作成 

  エ その他保冷で定められた事項 

 (2）保安指導 

   県は、保安検査等により火薬類施設の所有者等に対して次の保安指導を行う。 

  ア 火薬類施設の位置、構造及び設備の維持管理 

  イ 火薬類の販売、貯蔵、運搬、消費、その他の取扱いの方法 

  ウ 火薬類施設の管理者、火薬類製造保安責任者等が非常時にとるべき措置 

  エ 災害による火薬類施設等への影響に対する安全措置 

 (3）保安教育等 

  ア 事業所は、法令の定めるところにより保安教育計画を定め、従業員に対して保安教育を実施する。 

イ 県は、研修会等を開催するとともに、国が設定した危害予防週間に基づき、関係者の防災意識の高

揚を図る。 

 (4）自主保安体制の確立 

     事業所は、火災、爆発等の災害の発生を防止するため、法令で定める技術基準を遵守するとともに、

次の事項に配慮し、自主保安体制を確立する。 

 ア 防災組織の確立（人員配置、業務分担） 

 イ 定期自主検査 

 ウ 防災設備の維持管理、整備及び点検 

  エ 緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動 

  オ 防災訓練の実施 
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５ 毒物・劇物施設 

 (1）規制 

県は、毒物及び劇物取締法（昭和25年12月28日法律第303号）に基づき、毒物・劇物の営業者等に対し

て次の規制を行う。 

  ア 毒物・劇物の製造業、輸入業、販売業の登録 

  イ 毒物劇物取扱責任者の設置届出の受理 

  ウ 毒物・劇物の飛散、流出等の防止措置の確認 

  エ その他保冷で定められた事項 

 (2）保安指導 

   県は、立入検査等により毒物・劇物の営業者等に対して次の保安指導を行う。 

  ア 毒物・劇物の運搬、貯蔵その他の取扱いの方法 

  イ 毒物・劇物の営業者、毒物劇物取扱責任者等が非常時にとるべき措置 

  ウ 災害による毒物・劇物営業所等への影響に対する安全措置 

 (3）保安教育 

営業者等は、保安管理体制の向上を図るため、従業員に対して保安教育を実施する。 

 (4）自主保安体制の確立 

     営業者等は、二次災害等の発生を防止するため、法令で定める技術基準を遵守するとともに、次の事

項に配慮し、自主保安体制を確立する。 

 ア 防災組織の確立（人員配置、業務分担） 

 イ 防災設備の維持管理、整備及び点検 

  ウ 緊急時の関係機関に対する通報及び防災活動 

  エ 防災訓練の実施 

 

６ 放射線使用施設 

  放射線使用施設の管理者は、法令で定める技術基準を遵守する。県及び放射線使用施設の管理者ととも

に、災害時における放射性物質による事故を未然に防止するため、施設の防災対策、防災業務従事者に対

する教育及び訓練、防護資機材の整備等災害予防措置を行う。 

 

７ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

８ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

９ 救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備 

 災害時の救助・救急、消防活動に備え、危険物の種類に応じた化学消火薬剤の備蓄及び化学消防車等の

資機材等の整備促進に努める。 

 また、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

10 危険物等の大量流出時における防除活動体制等の整備 

 危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動及び避難誘導活動を行うための体制や危険物等の種類

に応じた、必要な防除資機材等の整備を行う。 

 

11 避難体制の整備 

 避難体制の整備は、第３章第１０節「避難対策」により実施する。 

 

12 防災訓練の実施 

危険物施設等の所有者・事業者等と県及び国の機関等は、相互に連携した実践的な訓練の実施に努める

とともに、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 
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13 防災知識の普及 

  危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、住民に対してその危険性を周知するとともに、災害発生時に

とるべき行動、指定避難所での行動等防災知識の普及、啓発を図る。 

 

２ 応急対策 ［消防本部］ 

 

  危険物等（危険物、高圧ガス、火薬類、毒物・劇物、放射性物質）の漏えい等による災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合、被害の拡大を防止し、又は軽減するため、次のとおり応急対策を講じる。 

 

１ 実施責任者 

 (1）災害時における危険物等による災害の防止のために必要な応急措置は、市長、消防長及び知事が行う。 

 (2）危険物等の施設の所有者、管理者又は占有者は、災害時における危険物等の保安措置を行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 危険物等災害が発生した場合の情報の収集・伝達は、次のとおりとする。関係機関は災害情報連絡のた

めの通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に他の関係機関に

連絡する。 

 なお、危険物等に係る事故で、次のものについては、第一報を県に対してだけでなく消防庁に対しても

報告する。（『火災・災害等即報要領』） 

 (1）死者（交通事故によるものを除く）又は行方不明者が発生したもの 

 (2）負傷者が５名以上発生したもの 

 (3）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、５００平

方メ－トル程度以上の区域に影響を与えたもの 

 (4）危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの 

  ア 海上、河川への危険物が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

  イ ５００キロリットル以上のタンクから危険物等の漏えい等 

 (5）市街地又は高速道路上等におけるタンクロ－リ－の事故に伴う漏えいで、付近の住民の避難、道路の

全面通行禁止等の措置を要するもの 

 (6） 市街地又は高速道路上において発生したタンクロ－リ－の火災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動体制の確立 

  発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとる。 

 

４ 危険物施設に係る被害の拡大防止、救助・救急、消火、避難活動等 

 (1）危険物施設の所有者、管理者、占有者の措置 

  ア 施設が危険な状態になったときは、直ちに石油類等の危険物を安全な場所に移し、あるいは注水冷

却するなどの安全措置を講じる。 

  イ 消防本部及び弘前警察署へ災害発生について直ちに通報するとともに、必要があると認めるときは、

付近の住民に避難するよう警告する。 

発生事業所等 
文部科学省 

国土交通省 

厚生労働省 県（健康福祉部）  

 

経済産業省 県（危機管理局） 

毒物・劇物 

危険物・放射性物質 

消 防 庁 

関 係 省 庁 

県（危機管理局） 

 （関係部） 

消 防 本 部 

弘 前 市 

弘前警察署 県警察本部 

高圧ガス・火薬類 
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  ウ 自衛消防隊その他の要員により、初期消火活動等を実施するとともに、必要に応じ、他の関係企業

の応援を得て延焼防止活動等を実施する。 

  エ 消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して誘導するとともに、消防機関に対し、爆

発性、引火性又は有毒性物品の所在並びに品名、数量、施設の配置及び災害の態様を報告し、消防機

関の指揮に従い積極的に消火活動に協力する。 

(2）市長又は消防長の措置 

ア 知事へ災害発生について、直ちに通報する。 

 イ 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者、占有者に対して、危険物施設の設備等の基準に適合

させるよう命じ、又は施設の使用の停止を命じる。 

    また、公共の安全の維持、又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、施設の

使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限する。 

 ウ 危険物施設の所有者、管理者、占有者に対し、危害防止のための措置をとるよう指示し、又は自ら

その措置を講じ、必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、退去等を命令

する。 

  エ 警防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報告、助言等を受け、必要に

応じ関係事業所及び関係公共団体の協力を得て、救助及び消火活動を実施する。 

    なお、消火活動等を実施するに当たっては、河川・農地等への流出被害防止について、十分留意し

て行う。 

  オ 火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、他の市町村（消防機関）に対

して応援を要請する。 

  カ さらに消防力等を必要とする場合は、知事に対して緊急消防援助隊等の応援や自衛隊の災害派遣要

請を依頼するとともに、化学消火薬剤等必要な資機材の確保等について応援を要請する。 

(3）弘前警察署の措置 

 知事へ災害発生について直ちに通報するとともに、危険物施設の所有者、管理者、占有者に対し必要

な警告を発し、特に緊急を要する場合は、危険防止のため通常必要と認められる措置をとるよう命じ、

又は自らその措置を講じる。また、弘前地区消防事務組合職員が現場にいないとき、又はこれらの者か

ら要請があったときは、警戒区域を設定し、一般住民等の立入制限、退去等を命令する。なお、この場

合は、その旨市（弘前地区消防事務組合）へ通知する。 

 

５ 高圧ガス施設に係る被害の拡大防止、救助・救急、消火、避難活動等 

 (1）高圧ガス施設の所有者、占有者の措置 

  ア 高圧ガス施設が危険な状態となったときは、直ちに作業を中止し、設備内のガスを安全な場所に移

し、又は少量ずつ放出する。また、充てん容器が危険な状態になったときは、直ちにこれを安全な場

所に移し、又は水（地）中に埋める等の安全措置を講じる。 

イ 知事、弘前警察署及び消防本部に対し、災害発生について直ちに通報するとともに、必要があ    

ると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 

 (2）市長又は消防長の措置 

 上記４の危険物施設の場合に準じた措置（ただしイを除く。）を講じる。 

 (3）弘前警察署の措置 

 上記４の危険物施設の場合に準じた措置を講じる。 

 

６ 火薬類施設に係る被害の拡大防止、救助・救急、消火、避難活動等 

 (1）火薬類施設又は火薬類の所有者、占有者の措置 

 ア 火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ見張り人をつけ、移す余裕のない

場合には水中に沈め、あるいは火薬庫の入口を密閉し、防火措置等安全な措置を講じる。 

イ 知事、弘前警察署及び消防本部に対し、災害発生について直ちに通報するとともに、必要があると

認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 

 (2）市長又は消防長の措置 

 上記４の危険物施設の場合に準じた措置（ただしイを除く。）を講じる。 

 (3）弘前警察署の措置 

上記４の危険物施設の場合に準じた措置を講じる。 

 

７ 毒物・劇物施設に係る被害の拡大防止、救助・救急、消火、避難活動等 

 (1）毒物・劇物営業者の措置 

 毒物・劇物施設等が災害により被害を受け、毒物・劇物が飛散・漏えい又は地下に浸透し、保健衛生

上危害が発生し、又はそのおそれがある場合は、危害防止のための応急措置を講じるとともに、中南地

域県民局地域健康福祉部保健総室、弘前警察署、消防本部に対し災害発生について直ちに通報し、必要
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があると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 

 (2）市長又は消防長の措置 

  ア 火災に際しては、施設の防火管理者との連携を密にして、施設の延焼防止、汚染区域の拡大を防止

する。 

  イ 大量放出に際しては、関係機関と連携をとり、被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

 (3）弘前警察署の措置 

上記４の危険物施設の場合に準じた措置を講じる。 

 

８ 放射線使用施設に係る被害の拡大防止、救助・救急、消火、避難活動等 

 (1）放射線使用施設の管理者の措置 

  ア 災害の発生について速やかに文部科学省、弘前警察署、消防本部に通報する。 

イ 施設の破壊による放射線源の露出、流出等の防止を図るため、施設の点検要領を定めて緊急措置を

講じる。 

ウ 被害拡大防止措置を講じる。 

  エ 放射線治療中の被災者から他の者が被曝しないよう、措置を講じる。 

 (2）市長又は消防長の措置 

   放射線源の露出（密封線源）、流出（非密封線源）等について速やかに知事に報告し、被害状況に応

じ危険区域の設定等、被害拡大防止等の措置を講じる。 

 (3）弘前警察署の措置 

   知事や消防機関と連携し、住民に対する広報、避難誘導、立入禁止区域の警戒及び交通規制等の措置

を講じる。 

 

９ 医療活動 

 医療活動については、第４章第１８節「医療、助産及び保健」により実施する。 

  医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互に緊密な情

報交換を行い、必要に応じて他の医療機関等に協力を求める。 

 

10 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」により実施する。 

 関係機関は、交通の確保・緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規

制、応急復旧、輸送活動を行う。 

 

11 危険物等の大量流出に対する応急対策 

 (1）弘前地区消防事務組合は、危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動を行うとともに、避難誘導

活動を行う。 

 (2）弘前警察署は、危険物等が大量流出した場合、市と連携し避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制

を行う。 

 

12 施設、設備の応急復旧活動 

 専門技術をもつ人材等を活用して、施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を

把握し、施設の応急復旧を速やかに行う。 

 

13 災害広報・情報提供 

災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整え、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策の情報

等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

14 災害復旧 

 物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画をあらかじめ定め、迅速かつ円滑に、また、

環境に配慮しつつ、被災した施設等の復旧事業を行う。また、災害復旧に当たっては可能な限り復旧予定

時期を明確にするよう努める。 

 

15 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の協定締結市町村等への応援を県に要請する。 
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 (2）自衛隊の災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第７節 大規模な火事災害対策 
 

 死傷者が多数発生する等大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制

を確立して、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るため、次のとおり予防、応急対策を実施するものとす

る。 

 

１ 予防対策 ［消防本部、都市計画課、土木課］ 

 

大規模な火事災害の発生を未然に防止するため、関係機関協力しながら必要な予防対策を実施する。 

 

１ 大規模な火事災害に強いまちづくり 

 延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の耐震・不燃化、空地・緑地等の連携的な配置による延

焼遮断帯の形成、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川水等を消防水利として活用するための施設整備の促進等

を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確な指定等による防災に配慮した土地利用への誘導等によ

り、大規模な火事災害に強いまちづくりを推進する。 

 また、火災時に消防活動が制約される可能性のある高層建築物、緊急時に速やかな傷病等の搬送・受入

等が必要とされる医療用建築物等について、ヘリコプターの緊急着陸場等の緊急救助用のスペースの設置

を促進する。 

 

２ 火災に対する建築物の安全化 

 多数の人が出入りする事業所等の防火対象物に対し、法令に適合したスプリンクラー設備等の消防用設

備等の設置及び適正な維持管理のほか、防火管理者の選任、消防計画の作成、当該計画に基づく消火、通

報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務が適正に行われるよう指導を徹底する。 

 

３ 建築物の安全対策の推進 

 (1）火災等の災害から人命の安全を確保するため、特殊建築物等の適切な維持保全及び必要な防災改修を

促進する。 

 (2）高層建築物等について、避難路・火気使用店舗等の配置の適正化、防火区域の徹底等による火災に強

い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制限、安全な

ガスの使用等による火災安全対策の充実を図る。 

 

４ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

５ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

６ 救助・救急、医療及び消火体制の整備 

 (1）医療機関等の関係機関との連絡・連携体制の整備を図る。 

 (2）災害時の救助・救急、消火活動に備え、資機材等の整備促進に努める。 

 (3）大規模な火事への備えとして、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽、耐震貯水槽の整備、河川水等

の自然水利の活用、水泳プール、溜池等の活用等により、消防水利の多様化を図るとともに、その適正

な配置に努める。 

 (4）平時から消防団及び自主防災組織等と連携強化を図り、区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防

水利の確保、消防体制の整備に努める。また、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

７ 避難体制の整備 

 避難体制の整備は、第３章１０節「避難対策」により実施する。 

 

８ 施設、設備の応急復旧活動体制の整備 

 所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備する。 
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９ 防災知識の普及 

 (1）火災予防運動、防災週間等を通じ、住民に対し、大規模な火災の被害想定等を示しながらその危険性

を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動、指定避難所での行動等防災知識の普及啓発を図る。 

 (2）地域の防災的見地からの防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に資する防災マ

ップ、地区別防災カルテ、災害時の行動マニュアル等を分かりやすく作成し、住民等に配布するととも

に、研修を実施するなど防災知識の普及啓発に努める。 

 (3）学校等においては、学級活動、ホームルームや学校行事を中心に、教育活動全体をとおして防災に関

する教育の充実に努める。 

 

10 防災訓練の実施 

防災訓練の実施は、第３章第９節「防災訓練」により実施する。 

 

 

２ 応急対策 ［消防本部］ 

 

 大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、被害の拡大を防止し、又は軽減を図るた

め、次のとおり応急対策を講じるものとする。 

 

１ 実施責任者 

 大規模な火事の警戒及び防御に関する措置は、市長及び消防長が行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし、災

害情報連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に

他の関係機関に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動体制の確立 

 発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとる。 

 

４ 救助・救急活動 

 救助・救急活動については、第４章第１１節「救出」により実施する。 

 

５ 医療活動 

 医療活動については、第４章第１８節「医療、助産及び保健」により実施する。 

 

６ 消火活動 

 消火活動については、第４章第９節「消防」により実施する。 

 

７ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」により実施する。 

陸 上 自 衛 隊 

第 ９ 師 団 

 県 

（防災危機管理課 

消防保安課） 

 

消 防 庁 

消防本部 
（署、分署等） 

弘前市 

県警察本部 

弘前警察署 

消防団 

火災発見者 

専用線 【凡 例】 

通常の情報 
通信系統  

 
必要に応じ 
ての情報通 
信系統   
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８ 避難対策 

 避難対策については、第４章第８節「避難」により実施する。 

 

９ 施設・設備の応急復旧活動 

ライフライン及び公共施設を所管する関係機関は、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施す

るとともに、これらの被害状況を把握し、応急復旧を速やかに行う。 

 

10 災害広報・情報提供 

災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」によるほか、被災者の家族等からの問

い合わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況、被災者の安否、医療機関等の情報、災害応急対策

の情報等被災者の家族等に役立つ情報について適切に提供する。 

 

11 災害復旧 

大規模火災に強いまちづくりへの復旧を行う。 

 

12 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の市町村等への応援を県に要請する。 

 (2）自衛隊の災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 
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第８節 大規模な林野火災対策 
 

 広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立

して、災害の拡大を防止し、又は被害の軽減を図るため、次のとおり予防、応急対策を実施するものとする。 

 

１ 予防対策 ［消防本部、農村整備課］ 

 

 林野火災を未然に防止するため、関係機関と協力しながら必要な予防対策を実施する。 

 

１ 林野火災に強い地域づくり 

 林野火災の発生又は被害拡大の危険性の高い地域において、地域の特性に配慮しつつ、関係市町村によ

る林野火災対策に係る計画を作成し、その推進を図る。 

施設、設備の整備にあたり、第３章第２節「防災業務施設・設備等の整備」によるほか次により実施す

る。 

 (1）予防施設の整備 

 林野火災の発生を防止するため、林野内の道路、ハイキングコース等に火の取扱いの注意事項を記載

した標識板の設置を推進するとともに、早期発見、初期消火など林野火災の被害の軽減を図るため、監

視所や簡易防火用水等予防施設の整備に努める。 

 また、林道及び防火管理道の整備、防火線の敷設、防火用水の確保等を実施するとともに、他の森林

所有者等が行う事業に積極的に協力し、予防措置を講じる。 

 なお、予防施設の整備は、主として次により行う。 

  ア 消防用車両が通行可能な林道及び防火管理道の開設さらには改良等を実施する。 

  イ 自然水利を利用した防火用水を確保するとともに、堰堤等を利用し貯水施設を設ける。 

  ウ 防火線の設置・整備とともに防火樹の植栽に努める。 

 (2）林野火災特別地域対策事業の推進 

  県と協議の上、特別地域に決定するなど林野火災対策を計画的に充実強化する。 

 

２ 情報の収集・連絡体制等の整備 

 情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日においても対応できる体制の整備を図るとともに、災

害時に迅速な応急対策が展開できるようにするため、あらかじめ連絡責任者を明確にしておく。 

また、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専門家の意見

を活用できるよう努める。 

 

３ 災害応急体制の整備 

(1）職員の非常参集体制を整備するとともに、応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知する。 

 (2）災害時における応急活動に関し、平時から関係機関との連携体制の強化を図る。 

 

４ 救助・救急、医療及び消火活動体制等の整備 

(1）医療機関等との連絡・連携体制の整備を図る。 

 (2）災害時の救助・救急に備え、資機材の整備に努めるとともに、林野火災に対する消防力の維持、強化

のため、積極的に防御資機材等を整備する。 

  ア 空中消火用施設の整備 

    空中消火を効果的に行うため、臨時ヘリポート等関連施設を整備する。 

  イ 消火資機材の整備 

    軽可搬式消防ポンプ、可搬式散水装置等の林野火災用消火資機材を整備する。 

 

５ 避難体制の整備 

 避難体制の整備は、第３章第１０節「避難対策」により実施する。 

 

６ 施設、設備の応急復旧活動 

 所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備する。 

 

７ 防災訓練の実施 

 防災訓練の実施は、第３章第９節「防災訓練」による。 
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８ 出火防止対策の充実 

(1）予防広報宣伝の充実 

 林野火災の出火原因は、たばこ、たき火等の不始末など失火によるものが大部分を占めていることか

ら、火災危険期に重点を置いて広報宣伝を実施し、防火思想の普及を図る。 

  ア 山火事防止強調期間の設定 

    林野火災の発生しやすい気象条件となる時期を山火事防止運動強調期間（４月１０日～６月１０日）

として定め、関係機関が連携して各種の広域的な運動を展開する。 

  イ 山火事防止対策協議会の設置 

    中南地域県民局地域農林水産部その他関係機関と一体となり、山火事防止対策協議会を設置・開催

し、関係機関及び団体の具体的実施事項を調整して山火事防止運動を強力に推進する。 

  ウ 新聞、ラジオ、テレビ等による広報宣伝 

    特に林野火災危険期、山火事防止運動強調期間には、報道機関の協力を得て新聞、ラジオ、テレビ

等により、林野火災予防の広報、宣伝を行う。 

  エ ポスター、看板等の設置 

    登山口、林野内の道路・樹木等に防火標語等を掲示したポスター、看板を設置し、又は横断幕等を

掲げ注意を喚起する。 

  オ チラシ、パンフレット等の作成・配布 

    林野火災予防に関するチラシ、パンフレット等を作成し、住民に配布する。 

  カ 学校における標語等の募集 

    児童生徒の防火意識の高揚を図るとともに、家庭への浸透も併せて図るため、林野火災予防に関す

る標語、ポスター等の募集を行う。 

  キ 広報車及びパレードの巡回宣伝 

    山火事防止運動強調期間に、広報車等により巡回宣伝、パレード等を実施し、山火事防止を呼びか

ける。 

  ク 火入れに関する条例の遵守 

    農業従事者に対し、弘前市火入規制条例（平成１８年弘前市条例第１３０号）を遵守させるととも

に、作業火、たき火及びたばこ火等についての注意を促す。 

(2）巡視、監視の徹底 

   国、県及び森林所有者と連携をとり、定期的に巡視、監視を実施するとともに、山火事防止運動強調

期間には森林火災予防巡視員を配置し、林野火災の早期発見、初期消火に努めるほか、入山者等に対し、

火気の取扱いについての指導を行い、火災発生の危険性を排除する。 

   また、林野における治山、林道等請負工事については、火気の使用制限に配慮するとともに、作業現

場における指導監視を徹底する。 

 

 

 

２ 応急対策 ［消防本部］ 

 

  大規模な林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、延焼を防止し、被害を最小限に止めるた

め、次のとおり応急対策を講じる。 

 

１ 実施責任者 

 林野火災の警戒及び防御に関する措置は、市長及び消防長が行う。 

 

２ 情報の収集・伝達 

 大規模な林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、情報の収集・伝達は次のとおりとし、災

害情報連絡のための通信手段を確保するとともに、災害情報の収集に努め、把握した情報について迅速に

他の関係機関に連絡する。 
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３ 活動体制の確立 

 (1） 防御隊の招集、編成、出動等 

 林野火災が発生した場合の火災防御隊の招集、集合場所、編成、携行資機材及び出動については、消

防計画の定めるところによる。 

 また、林野火災は、防御活動が比較的長時間にわたることがあるため、食料、飲料水、医療機材の補

給確保を図る。 

 (2） 現場指揮本部の設置等 

火災の拡大状況に応じて、消防機関、他市町村の消防機関の応援隊、県防災ヘリコプター、自衛隊

派遣部隊等が統一的指揮のもとに円滑な消防活動が実施できるように現場指揮本部を設置し、関係機

関の指揮者による連絡会議等を必要に応じ設け、消防長が現場最高指揮者として防御方針を決定し、

有機的な組織活動を確保する。 

 火災の区域が二以上の市町村又は広域消防事務組合の区域にまたがる場合の現場最高指揮者は、当該

消防長が協議して定める。 

  ア 現場指揮本部の指揮系統 

 現場指揮本部の指揮系統図は、おおむね次のとおりとする。 

 また、現場指揮本部には、可能な限り、消防通信、その他関係機関の通信施設を集中して設置し、通

信施設の相互利用を図る。 

  

凡  例 

通常の情報通信系統 

必要に応じての情報通信系統 

消 防 庁 林 野 庁 

研究・保全課 

業 務 課 

陸 上 自 衛 隊 

第 ９ 師 団 

県 

（防災危機管理

課、消防保安

課） 

東北森林管理局 

県 

（林政課） 県 警 察 本 部 

中南地域県民局 

地域農林水産部 

弘前地方森林組合 

消 防 本 部 

（署･分署等） 

弘 前 市 

東北電力㈱ 

弘前電力ｾﾝﾀｰ 

弘前警察署 

消 防 団 

火災発見者 

津軽森林管理署 

専用線 
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  イ 現場指揮本部の設置場所 

 現場指揮本部は、付近一体が見渡せる風横又は風上の高地で無線障害の少ない場所等火災の状況及

び防御作業の状況が把握できる位置に設置するよう努め、旗等により標示する。 

  ウ 現場指揮本部の編成及び任務 

   (ｱ）現場指揮本部の組織はおおむね次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｲ）任務 

        第２章第２節「弘前市災害対策本部」２（３）ア「弘前市災害対策本部班別業務分担」のうち消

防部及びイ「弘前地区消防事務組合警防本部任務分担」に準じる。 

        地元消防団員等地理精通者をもって応援部隊を部署位置まで誘導する。 

 

４ 救助・救急活動 

 救助・救急活動については第４章第１１節「救出」により実施する。 

 

５ 医療活動 

 医療活動については第４章第１８節「医療、助産及び保健」により実施する。 

 医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互に緊密な情

報交換を図り、必要に応じて、他の医療機関等に協力を求める。 

消防団長 
消防団連絡担当 

応援消防機関の長 応 援 消 防 部 隊 

前 進 指 揮 所 

関 係 機 関 の 長 関係機関の部隊 

消 防 部 隊 

応援消防部隊 

飛火警戒指揮所 飛 火 警 戒 隊 

部 隊 
応援消防部隊 

空中消火基地 

空中消火補給作業隊 

部 隊 

空中消火隊(自衛隊） 

現場指揮本部 

自衛隊災害派遣 

部 隊 指 揮 者 

地上災害派遣部隊 

警防本部長 

（消防長） 

警防本部付 

（消防次長） 

総 務 班 

人材育成班 

警 防 班 

予 防 班 

通 信 班 

消 防 班 
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６ 消火活動 

 消火活動については、第４章第９節「消防」によるほか次により実施する。 

 (1）地上消火 

地上消火は、注水、叩き消し、土かけによる消火、防火線の設置及び迎え火により実施する。 

 (2）空中消火 

 空中消火は、次の場合のほか、火災の規模、火勢、気象条件、延焼速度、人的危険等の諸条件を考慮し

た上で、県防災ヘリコプターにより、又は自衛隊の災害派遣を要請して実施する。 

  ア 人命の危険、人家等への延焼危険その他重大な事態を避けるため必要と認められる場合 

  イ 人命等の危険及び重大な事態があり、地形等の状況により地上の防御が困難な場合 

  ウ 人命等の危険及び重大な事態があり、火災規模に対して、地上の防御能力が不足し、又は不足する

と判断される場合 

 (3）残火処理 

火災鎮火後、残火処理の徹底を期する。 

 (4）空中消火用資機材の活用 

 青森県防災資機材センター及び陸上自衛隊八戸駐屯地に備蓄している県の空中消火用資機材を活用す

る。 

 

７ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動については、第４章第２０節「輸送対策」及び同章第２８

節「交通対策」により実施する。 

 

８ 避難対策 

林野火災発生時においては、次の事項に留意し、住民の安全を確保する。 

 (1）入山者、遊山者のあるときは、入山の状況、所在等について確認するとともに、携帯拡声機等を利用

し、安全な場所に避難するよう呼びかけ誘導する。 

 (2）林野内の住家又は山麓周辺の集落地等に延焼拡大のおそれがあるときは、飛火警戒隊などの消防隊が

警戒区域を設定するとともに、建物及びその周辺に予備注水又は防御に適する防火線を設定し、居住者

等の協力を得て防御に当たる。 

 (3）火災が延焼拡大し、住家等へ延焼し、又は延焼するおそれのある場合、住民の生命又は身体を火災か

ら保護するため特に必要があると認めるときは、市長は、当該住民に避難勧告等を発令する。避難の方

法等は、第４章第８節「避難」による。 

 

９ 施設・設備の応急復旧活動 

ライフライン及び公共施設を所管する関係機関は、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施す

るとともに、これらの被害状況を把握し、応急復旧を速やかに行う。 

 

10 災害広報・情報提供 

 災害時の広報については、第４章第４節「災害広報・情報提供」により実施する。 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、災害の状況、被災者の安

否、医療機関等の情報、災害応急対策の情報等被災者の家族等に役立つ情報を適切に提供する。 

 

11 二次災害の防止活動 

林野火災により荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生するおそれがあることに

ついて十分留意して二次災害の防止に努める。 

また、降雨等による二次的な土砂災害防止施策として、専門技術者を活用して土砂災害等の危険箇所の

点検等を行う。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係住民への周知を図り、応急対

策を行うとともに警戒避難体制の整備を行い、可及的速やかに砂防設備、治山設備、地すべり防止施設等

の整備を行う。 

 

12 災害復旧 

林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくりへの改良復旧を行う。 

 

13 応援協力関係 

 (1）市自らの応急措置の実施が困難な場合、県へ緊急消防援助隊等の応援を要請するほか、「災害時にお

ける青森県市町村相互応援に関する協定」及び「青森県消防相互応援協定」その他個別の消防相互応援

協定に基づき、他の市町村等への応援を県に要請する。 

 (2）自衛隊の災害派遣要請については、第４章第５節「自衛隊災害派遣要請」により実施する。 


